
産業建設委員会 

 

期日：平成 29 年 12 月 13 日(水)午前 10 時 
場所：第 1委員会室 

１ 開  会 

 

２ 委員長挨拶 

 

３ 理事者挨拶 

 

４ 議案審査 

（１）議案第 107 号 
「市営土地改良事業等の経費の賦課徴収に関する条例の一部を改正する条例の制
定について」 
 

（２）議案第 108 号 
「飯田市営住宅分譲条例及び飯田市営住宅等条例の一部を改正する条例の制定に
ついて」 
 

（３）議案第 109 号 
「飯田市都市計画法施行条例の一部を改正する条例の制定について」 

 
（４）議案第 110 号 

 「飯田市土地利用調整条例の一部を改正する条例の制定について」 
 

（５）議案第 111 号 
 「飯田市屋外広告物条例の一部を改正する条例の制定について」 

 
（６）議案第 112 号 

「飯田市都市公園条例等の一部を改正する条例の制定について」 
 

（７）議案第 114 号 
「損害賠償の額を定めることについて」 

 
（８）議案第 117 号 

「平成 29 年度飯田市一般会計補正予算（第６号）案」のうち当委員会付託分 
【付託表１】 

【※補足説明資料あり】 
（９）議案第 120 号 

「平成 29 年度飯田市水道事業会計補正予算（第２号）案」 
 

（10）議案第 121 号 
  「平成 29 年度飯田市下水道事業会計補正予算（第２号）案」 

 



 
（11）議案第 125 号 

「平成 29 年度飯田市一般会計補正予算（第７号）案」のうち当委員会付託分 
【付託表２】 

 
（12）議案第 128 号 

「平成 29 年度飯田市水道事業会計補正予算（第３号）案」 
 
（13）議案第 129 号 
  「平成 29 年度飯田市下水道事業会計補正予算（第３号）案」 

 
 
５ 請願・陳情審査                        

(１)29 陳情第 2-2 号（新規）                  資料№１  
  ア 要旨 

市に対し、鼎小学校西側プールに面した道路について、自動車の待避所を設
置願いたい。また、この道は児童の通学路でもあり、安全を考慮して緑色に識
別した歩行者レーンを設置願いたい 

  イ 陳情者住所氏名 
飯田市鼎中平 2760 番地５  木下 進 氏 
 
 

６ 閉会中の継続審査の申し出について              資料№２  
 
 
 

７ 閉  会 



【産業建設委員会】

１　歳入

款 項 目 議案頁

13  国庫支出金 ２　国庫補助金 ８　土木費国庫補助金 12

19　諸収入 ４　受託事業収入 ８　土木費受託事業収入 14

２　歳出

款 項 目 議案頁

２　農業総務費 22

４　農業振興費 24

２　林業費 ２　林業振興費 24

４　観光費 24

５　工業振興費 24

３　道路新設改良費 26

４　橋りょう維持費 26

３　街路事業費 28

５　公園費 28

１　農林水産施設災害復旧費 10　農林単独災害復旧事業費 30

２　公共土木施設災害復旧費 10　土木施設単独災害復旧事業費 32

３　債務負担行為補正

議案第117号　平成29年度飯田市一般会計補正予算（第６号）案
付 託 表

２　道路橋りょう費

７　商工費 １　商工費

４　都市計画費

８　土木費

11　災害復旧費

６　農林水産業費
１　農業費

付託表 １

1



【産業建設委員会】

１　歳入

　　なし

２　歳出

款 項 目 議案頁

５　労働費 １　労働諸費 １　労働諸費 20

２　農業総務費 22

７　農地費 22

９　国土調査事業費 22

２　林業費 １　林業総務費 22

７　商工費 １　商工費 １　商工総務費 24

１　土木管理費 １　土木総務費 24

１　道路橋りょう総務費 24

３　道路新設改良費 24

３　河川費 ３　河川改修費 24

４　都市計画費 ５　公園費 26

１　住宅管理費 26

２　建築指導費 26

３　住宅建設費 26

５　住宅費

８　土木費

議案第125号　平成29年度飯田市一般会計補正予算（第７号）案
付 託 表

１　農業費
６　農林水産業費

２　道路橋りょう費

付託表 ２

1











                            平成 29年 12月 13日 

 

 

飯田市議会議長 様 

 

                            飯田市議会 

                             産業建設委員会 

 

閉会中の継続調査の申出書（案） 

 

 本委員会は、飯田市議会委員会条例（昭和 44年条例第 30号）第２条に規定する所

管事務のうち次の事項について、閉会中の継続調査を要するものと決定したので、飯

田市議会会議規則（昭和 54年飯田市議会規則第１号）第 98条第１項及び第 104条の

規定により申し出ます。 

 

記 

 

 

１ 事項 

飯田市農業振興ビジョンについて 

  

２ 目的及び方法 

現在策定が進められている「飯田市農業振興ビジョン」に関し、関係団体等との

意見交換などの調査・研究を行い、必要に応じ提言を行うため 

 

３ 期間 

  調査終了まで 

 

 

資料№２ 


